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【手続補正書】
【提出日】平成22年2月3日(2010.2.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のユーザが使用する端末と通信可能に接続された観光スポット画像情報提供サーバ
であって、
　前記複数のユーザが前記端末を用いて重ねて書き込み可能な観光スポット画像情報が前
記端末の位置情報と関連付けて記憶されている観光スポット画像情報記憶手段と、
　前記ユーザの前記端末の前記位置情報を受信する位置情報受信手段と、
　受信された前記位置情報に基づいて前記観光スポット画像情報記憶手段から前記位置情
報に対応する前記観光スポット画像情報を検索する観光スポット画像情報検索手段と、
　前記観光スポット画像情報検索手段によって検索された前記観光スポット画像情報を、
前記位置情報を送信した前記ユーザの前記端末に送信する観光スポット画像情報送信手段
と、
　前記観光スポット画像情報送信手段によって送信された前記観光スポット画像情報に対
して前記ユーザが前記端末を用いて付加した付加情報を受信し、前記観光スポット画像情
報と前記付加情報とを関連付ける付加情報受付手段と、
　前記付加情報受付手段によって前記観光スポット画像情報と前記付加情報とが関連付け
られた観光スポット付加情報を記憶する観光スポット付加情報記憶手段と、
　前記観光スポット付加情報の送信を要求するユーザの端末に対して前記観光スポット付
加情報記憶手段に記憶された前記観光スポット付加情報を提供する観光スポット付加情報
提供手段と、を備えることで、前記複数のユーザが、前記端末を介して、前記観光スポッ
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ト画像情報に前記複数のユーザがそれぞれの前記端末を用いて重ねて付加情報を付加した
観光スポット付加情報を共有することを特徴とする観光スポット画像情報提供サーバ。
【請求項２】
　前記観光スポット画像情報検索手段は、前記位置情報によって特定される位置から予め
定められた範囲にある観光スポットの中から前記付加情報が付加されている前記観光スポ
ット付加情報を前記観光スポット付加情報記憶手段から検索し、前記観光スポット画像情
報送信手段は、前記観光スポット画像情報検索手段が前記観光スポット付加情報を検索し
た場合には前記観光スポット付加情報を前記位置情報を送信した前記ユーザに送信し、前
記付加情報受付手段は、前記観光スポット付加情報に対して前記ユーザが前記端末を用い
て付加した前記付加情報がある場合には前記付加情報を受信し、前記観光スポット付加情
報と前記付加情報とを関連付け、前記観光スポット付加情報記憶手段は、前記付加情報受
付手段によって前記観光スポット付加情報と前記付加情報とが関連付けられた前記観光ス
ポット付加情報を更に記憶することを特徴とする請求項１に記載の観光スポット画像情報
提供サーバ。
【請求項３】
　前記位置情報受信手段は、更にユーザ確認情報を受信し、前記付加情報受付手段は、前
記ユーザ確認情報が正当に登録されている場合に前記付加情報を受け付けることを特徴と
する請求項１または請求項２に記載の観光スポット画像情報提供サーバ。
【請求項４】
　前記観光スポット付加情報提供手段は、更にユーザ確認情報を受信し、前記ユーザ確認
情報が正当に登録されている場合に前記観光スポット付加情報を提供することを特徴とす
る請求項１乃至請求項３の何れか一項に記載の観光スポット画像情報提供サーバ。
【請求項５】
　前記位置情報受信手段は、画像情報を更に受信し、前記観光スポット画像情報検索手段
は受信された前記位置情報と前記画像情報に基づいて前記観光スポット画像情報記憶手段
から前記位置情報に対応する前記観光スポット画像情報を検索することを特徴とする請求
項１、３又は４の何れか一項に記載の観光スポット画像情報提供サーバ。
【請求項６】
　複数のユーザが使用する端末と通信可能に接続された観光スポット画像情報提供サーバ
が実行する方法であって、
　前記端末から受信した位置情報に対して、前記複数のユーザがそれぞれの前記端末を用
いて重ねて書き込み可能な観光スポット画像情報が記憶されている観光スポット画像情報
記憶工程と、
　前記ユーザの前記端末の前記位置情報を受信する位置情報受信工程と、
　受信された前記位置情報に基づいて前記観光スポット画像情報記憶工程において前記位
置情報に対応する前記観光スポット画像情報を検索する観光スポット画像情報検索工程と
、
　前記観光スポット画像情報検索工程において検索された前記観光スポット画像情報を、
前記位置情報を送信した前記ユーザの前記端末に送信する観光スポット画像情報送信工程
と、
　前記観光スポット画像情報送信工程において送信された前記観光スポット画像情報に対
して前記ユーザが前記端末を用いて付加した付加情報を受信し、前記観光スポット画像情
報と前記付加情報とを関連付ける付加情報受付工程と、
　前記付加情報受付工程において前記観光スポット画像情報と前記付加情報とが関連付け
られた観光スポット付加情報を記憶する観光スポット付加情報記憶工程と、
　前記観光スポット付加情報の送信を要求するユーザの前記端末に対して前記観光スポッ
ト付加情報記憶工程において記憶された前記観光スポット付加情報を提供する観光スポッ
ト付加情報提供工程と、を備えることで、前記複数のユーザが、前記端末を介して、前記
観光スポット画像情報に複数のユーザが前記端末を用いて重ねて付加情報を付加した観光
スポット付加情報を共有することを特徴とする観光スポット画像情報提供の方法。



(3) JP 2010-62613 A5 2010.4.30

【請求項７】
　請求項６に記載の方法をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】観光スポット画像情報提供サーバ、方法及びプログラム
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザにより入力された位置情報等の情報に基づいて、ユーザが所望する観
光スポット画像情報及び付加情報を提供する観光スポット画像情報提供サーバ、方法及び
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット等の通信インフラストラクチャが整備され社会へ普及するに伴い、携帯
電話や携帯型電子情報端末で地図を利用してナビゲーションを行うシステムが使用される
ようになっている。
【０００３】
　例えば、観光スポットまでの道順や目印等について、携帯型電子情報端末の情報記憶部
に予め記憶された情報、又はユーザが設定した情報といった限定された情報を提供するシ
ステムがある。
【０００４】
　特許文献１及び特許文献２には、端末に対して通信によって予め設定した観光コースを
文字、画像により提供する装置やシステムが開示されている。
【０００５】
　また、ユーザが観光ガイドに沿ってユーザが移動した軌跡と移動過程で得た情報とを移
動の記録として保存して表示させ、移動の履歴や記録を確認できるシステムを提供できる
ようにするシステムが特許文献３に開示されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２５６４３１号公報
【特許文献２】特開２００４－１３９５６０号公報
【特許文献３】特開２００７－２７１８３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上述したシステムでは観光した履歴を表示するに過ぎず、観光スポットにユー
ザによって付加された文字や絵等の情報を表示することができなかった。
【０００８】
　このように携帯電話や携帯型電子情報端末が普及した社会において、ユーザが観光スポ
ットに実際に行った場合に、観光スポット画像情報にユーザが自由に文字、絵等の付加情
報を付加し、多くの人達の間で付加情報と観光スポットに関する情報を携帯電話や携帯型
電子情報端末に表示し、共有し合うことによって、より付加価値の高い（ユーザにとって
娯楽性、楽しみの度合いが高い）サービスを提供することが可能になる。
【０００９】
　また、観光スポット画像情報に対して、個人的な情報を付加することが可能になれば、
個人的な付加情報をバーチャル的に観光スポットに付加するので、実際の観光スポットに
は、文字や絵が付加されないため、実際の観光スポットを汚すことがないがこのような装
置またはシステムはこれまで提供されていなかった。
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【００１０】
　本発明は、上述した課題を解決するために、ユーザにより入力された位置情報等の情報
に基づいて、ユーザが所望する観光スポット画像情報及び付加情報を提供する観光スポッ
ト画像情報提供サーバ及び方法及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　（１）複数のユーザが使用する端末と通信可能に接続された観光スポット画像情報提供
サーバであって、前記複数のユーザが前記端末を用いて重ねて書き込み可能な観光スポッ
ト画像情報が前記端末の位置情報と関連付けて記憶されている観光スポット画像情報記憶
手段と、前記ユーザの前記端末の前記位置情報を受信する位置情報受信手段と、受信され
た前記位置情報に基づいて前記観光スポット画像情報記憶手段から前記位置情報に対応す
る前記観光スポット画像情報を検索する観光スポット画像情報検索手段と、前記観光スポ
ット画像情報検索手段によって検索された前記観光スポット画像情報を、前記位置情報を
送信した前記ユーザの前記端末に送信する観光スポット画像情報送信手段と、
　前記観光スポット画像情報送信手段によって送信された前記観光スポット画像情報に対
して前記ユーザが前記端末を用いて付加した付加情報を受信し、前記観光スポット画像情
報と前記付加情報とを関連付ける付加情報受付手段と、
　前記付加情報受付手段によって前記観光スポット画像情報と前記付加情報とが関連付け
られた観光スポット付加情報を記憶する観光スポット付加情報記憶手段と、
　前記観光スポット付加情報の送信を要求するユーザの端末に対して前記観光スポット付
加情報記憶手段に記憶された前記観光スポット付加情報を提供する観光スポット付加情報
提供手段と、を備えることで、前記複数のユーザが、前記端末を介して、前記観光スポッ
ト画像情報に前記複数のユーザがそれぞれの前記端末を用いて重ねて付加情報を付加した
観光スポット付加情報を共有することを特徴とする観光スポット画像情報提供サーバ。
【００１２】
　（１）に係る発明によれば、携帯電話等のユーザの端末から送信される位置情報に基づ
いて、ユーザの端末が位置する場所の観光スポット画像情報またはすでに観光スポット画
像情報に付加された付加情報および観光スポット画像情報を検索し、観光スポット画像情
報、または観光スポット画像情報および付加情報をユーザの端末に送信し、ユーザが端末
を用いて観光スポット画像情報に付加した付加情報を観光スポット画像情報と関連付けて
記憶し、他のユーザの端末にも観光スポット画像情報と付加情報を提供する。
【００１３】
　このようにして、（１）に係る発明によれば、ユーザが観光スポットに実際に行った場
合に、観光スポット画像情報にユーザが自由に文字や絵等の付加情報を付加し、多くの人
達の間で付加情報と観光スポットに関する情報を携帯電話や携帯型電子情報端末に表示し
、共有し合うことによって、より付加価値の高い（ユーザにとって娯楽性、楽しみの度合
いが高い）サービスを提供することが可能になる。
【００１４】
　また、観光スポット画像情報に対して、個人的な情報を付加することが可能になるとと
もに、個人的な付加情報をバーチャル的に観光スポットに付加するので、実際の観光スポ
ットには、文字や絵が付加されないため、実際の観光スポットを汚すことがないという効
果がある。
【００１５】
　（２）前記観光スポット画像情報検索手段は、前記位置情報によって特定される位置か
ら予め定められた範囲にある観光スポットの中から前記付加情報が付加されている前記観
光スポット付加情報を前記観光スポット付加情報記憶手段から検索し、前記観光スポット
画像情報送信手段は、前記観光スポット画像情報検索手段が前記観光スポット付加情報を
検索した場合には前記観光スポット付加情報を前記位置情報を送信した前記ユーザに送信
し、前記付加情報受付手段は、前記観光スポット付加情報に対して前記ユーザが前記端末
を用いて付加した前記付加情報がある場合には前記付加情報を受信し、前記観光スポット
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付加情報と前記付加情報とを関連付け、前記観光スポット付加情報記憶手段は、前記付加
情報受付手段によって前記観光スポット付加情報と前記付加情報とが関連付けられた前記
観光スポット付加情報を更に記憶することを特徴とする（２）に記載の観光スポット画像
情報提供サーバ。
【００１６】
　（２）に係る発明によれば、携帯電話等のユーザの端末から送信される位置情報に基づ
いて、ユーザの端末が位置する場所の観光スポット付加情報を検索し、観光スポット付加
情報をユーザの端末に送信し、ユーザが端末を用いて観光スポット付加情報に更に付加し
た付加情報を観光スポット付加情報と関連付けて記憶し、他のユーザの端末にも観光スポ
ット画像情報と付加情報を提供する。
【００１７】
　このようにして、（２）に係る発明によれば、すでにあるユーザがユーザの端末を用い
て観光スポット画像情報に付加情報を付加している場合に、同じ観光スポットに他のユー
ザが行き、付加情報が付加されている観光スポット付加情報にさらにそのユーザが端末を
用いて付加情報を付加する（観光スポット付加情報に対して重ね書きをする：重ねて書き
込み可能）ことを可能にする。これにより、複数のユーザが、各々のユーザの端末を介し
て、観光スポット画像情報に複数のユーザが端末を用いて重ねて付加情報を付加した観光
スポット付加情報を共有することが可能となる。
【００１８】
　観光スポット付加情報にその観光スポットへ行ったユーザが端末を用いて重ね書きをし
た情報をユーザは端末を介して友人等に発信することができ、観光スポット画像情報提供
サーバのサービス会社に独特のユーザの満足度を高めるサービスを提供することが可能に
なる。
【００１９】
　（３）前記位置情報受信手段は、更にユーザ確認情報を受信し、前記付加情報受付手段
は、前記ユーザ確認情報が正当に登録されている場合に前記付加情報を受け付けることを
特徴とする（１）または（２）に記載の観光スポット画像情報提供サーバ。
【００２０】
　（３）に係る発明によれば、付加情報受付手段、受信されたユーザ確認情報（例えば、
ユーザＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ））が正当（正規）に登録されている場合に
のみ実行する機能を有する。
【００２１】
　ユーザ確認情報は予め観光スポット画像情報記憶手段、観光スポット付加情報記憶手段
等に記憶（登録）されているので、付加情報受付手段は容易にユーザ確認情報が記憶され
ているか否かを確認することが可能である。
【００２２】
　このようにして、（３）に係る発明によれば、ユーザ確認情報が正当に登録されている
正規の会員にのみ本サービスを提供することが可能となる。
【００２３】
　（４）前記観光スポット付加情報提供手段は、更にユーザ確認情報を受信し、前記ユー
ザ確認情報が正当に登録されている場合に前記観光スポット付加情報を提供することを特
徴とする（１）乃至（３）の何れか一項に記載の観光スポット画像情報提供サーバ。
【００２４】
　（４）に係る発明によれば、観光スポット付加情報提供手段は、受信されたユーザ確認
情報（ユーザＩＤ）が正当（正規）に登録されている場合にのみ実行する機能を有する。
【００２５】
　ユーザ確認情報は予め観光スポット画像情報記憶手段、観光スポット付加情報記憶手段
等に記憶（登録）されているので、観光スポット付加情報提供手段は容易にユーザ確認情
報が記憶されているか否かを確認することが可能である。
【００２６】



(6) JP 2010-62613 A5 2010.4.30

　このようにして、（４）に係る発明によれば、観光スポット付加情報提供手段は、ユー
ザ確認情報（ユーザＩＤ）を送信したユーザの端末に観光スポット付加情報を提供するの
で、ユーザ確認情報が正当に登録されている正規の会員にのみ、本サービス（観光スポッ
ト付加情報を共有すること）を確実に提供することができ、また、付加情報受付手段と共
に、二重にユーザチェック機能を働かせることが可能である。
【００２７】
　（５）前記位置情報受信手段は、画像情報を更に受信し、前記観光スポット画像情報検
索手段は受信された前記位置情報と前記画像情報に基づいて前記観光スポット画像情報記
憶手段から前記位置情報に対応する前記観光スポット画像情報を検索することを特徴とす
る（１）、（３）または（４）の何れか一項に記載の観光スポット画像情報提供サーバ。
【００２８】
　（５）に係る発明によれば、この画像情報は、位置情報に基づく観光スポット画像情報
が複数ある場合等に、ユーザが所望する観光スポット画像情報を決定するために、観光ス
ポット画像情報記憶手段に記憶されている観光スポット画像情報の画像認証をするために
使用されることが可能である。
【００２９】
　また、ユーザが観光スポットの近辺にいる場合であって、観光スポットでの具体的な付
加情報を付加したい場所をデジタルカメラ等で撮影することによって、観光スポット画像
情報検索手段はユーザの所望する観光スポット画像情報を観光スポット画像情報記憶手段
から容易に検索することが可能になる。
【００３０】
　（６）複数のユーザが使用する端末と通信可能に接続された観光スポット画像情報提供
サーバが実行する方法であって、前記端末から受信した位置情報に対して、前記複数のユ
ーザがそれぞれの前記端末を用いて重ねて書き込み可能な観光スポット画像情報が記憶さ
れている観光スポット画像情報記憶工程と、前記ユーザの前記端末の前記位置情報を受信
する位置情報受信工程と、受信された前記位置情報に基づいて前記観光スポット画像情報
記憶工程において前記位置情報に対応する前記観光スポット画像情報を検索する観光スポ
ット画像情報検索工程と、前記観光スポット画像情報検索工程において検索された前記観
光スポット画像情報を、前記位置情報を送信した前記ユーザに送信する観光スポット画像
情報送信工程と、前記観光スポット画像情報送信工程において送信された前記観光スポッ
ト画像情報に対して前記ユーザが前記端末を用いて付加した付加情報を受信し、前記観光
スポット画像情報と前記付加情報とを関連付ける付加情報受付工程と、前記付加情報受付
工程において前記観光スポット画像情報と前記付加情報とが関連付けられた観光スポット
付加情報を記憶する観光スポット付加情報記憶工程と、前記観光スポット付加情報の送信
を要求するユーザの前記端末に対して前記観光スポット付加情報記憶工程において記憶さ
れた前記観光スポット付加情報を提供する観光スポット付加情報提供工程と、を備えるこ
とで、前記複数のユーザが、前記端末を介して、前記観光スポット画像情報に複数のユー
ザが前記端末を用いて重ねて付加情報を付加した観光スポット付加情報を共有することを
特徴とする観光スポット画像情報提供の方法。
【００３１】
　（６）に係る発明によれば、携帯電話等のユーザの端末から受信した位置情報に基づい
て、ユーザの端末が位置する場所の観光スポット画像情報またはすでに観光スポット画像
情報に付加された付加情報および観光スポット画像情報を検索し、観光スポット画像情報
、または観光スポット画像情報および付加情報をユーザの端末に送信し、ユーザが端末を
用いて観光スポット画像情報に付加した付加情報を観光スポット画像情報と関連付けて記
憶し、他のユーザの端末にも観光スポット画像情報と付加情報を提供する。
【００３２】
　このようにして、（６）に係る発明によれば、ユーザが観光スポットに実際に行った場
合に、観光スポット画像情報にユーザが端末を用いて自由に文字、絵等の付加情報を付加
し、多くの人達の間で付加情報と観光スポットに関する情報を携帯電話や携帯型電子情報
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端末に表示し、共有し合うことによって、より付加価値の高い（ユーザにとって娯楽性、
楽しみの度合いが高い）サービスを提供することが可能になる。
【００３３】
　また、観光スポット画像情報に対して、個人的な情報を付加することが可能になるとと
もに、個人的な付加情報をバーチャル的に観光スポットに付加するので、実際の観光スポ
ットには、文字や絵が付加されないため、実際の観光スポットを汚すことがないという効
果がある。
【００３４】
　（７）（６）に記載の方法をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【００３５】
　このような構成によれば、当該プログラムをコンピュータに実行させることにより、（
６）と同様の効果が期待できる。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、ユーザが観光スポットに実際に行った場合に、観光スポット画像情報
にユーザが自由に文字、絵等の付加情報を付加し、多くの人達の間で付加情報と観光スポ
ットに関する情報を携帯電話や携帯型電子情報端末に表示し、共有し合うことによって、
より付加価値の高い（ユーザにとって娯楽性、楽しみの度合いが高い）サービスを提供す
ることが可能になる。
【００３７】
　また、観光スポット画像情報に対して、個人的な情報を付加することが可能になるとと
もに、個人的な付加情報をバーチャル的に観光スポットに付加するので、実際の観光スポ
ットには、文字や絵が付加されないため、実際の観光スポットを汚すことがないという効
果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、本発明の実施形態について図１を参照しながら説明する。
【００３９】
　［システム全体構成］
　図１には、本実施形態に係るサーバ装置１０およびユーザ端末３０から構成される情報
処理システム１を示す。なお、図１においては、情報処理システム１は、サーバ装置１０
およびユーザ端末３０がそれぞれ一つずつで示されているが、これに限られず、それぞれ
複数台で構成されても良い。
　また、以下ではユーザが何らかの処理を行うものとする記載は、ユーザがユーザ端末３
０を用いて、ユーザ端末３０に行わせる処理であるものとする。
【００４０】
　サーバ装置１０は、図２に示すように、制御部３００を構成するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａ
ｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）３１０（マルチプロセッサ構成ではＣＰＵ３２０
等複数のＣＰＵが追加されても良い）、バスライン２００、通信Ｉ／Ｆ（Ｉ／Ｆ：インタ
フェース）３３０、メインメモリ３４０、ＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ　Ｏｕｔｐ
ｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）３５０、Ｉ／Ｏコントローラ３６０、ハードディスク３７０、光デ
ィスクドライブ３８０および半導体メモリ３９０を備える。なお、ハードディスク３７０
、光ディスクドライブ３８０および半導体メモリ３９０はまとめて記憶装置４１０と呼ば
れる。
【００４１】
　制御部３００は、サーバ装置１０を統括的に制御する部分であり、ハードディスク３７
０に記憶された各種プログラムを適宜読み出して実行することにより、上述したハードウ
ェアと協働し、本発明に係る各種機能を実現している。
【００４２】
　通信Ｉ／Ｆ３３０は、サーバ装置１０が、ネットワークを介してユーザ端末３０等の他
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の装置と情報を送受信する場合のネットワーク・アダプタである。
【００４３】
　ＢＩＯＳ３５０は、サーバ装置１０の起動時にＣＰＵ３１０が実行するブートプログラ
ムや、サーバ装置１０のハードウェアに依存するプログラム等を記録する。
【００４４】
　Ｉ／Ｏコントローラ３６０には、ハードディスク３７０、光ディスクドライブ３８０、
及び半導体メモリ３９０等の記憶装置４１０を接続することができる。
【００４５】
　ハードディスク３７０は、本ハードウェアをサーバ装置１０として機能させるための各
種プログラム、本発明の機能を実行するプログラム及び後述するテーブル等を記憶する。
なお、サーバ装置１０は、外部に別途設けたハードディスク（図示せず）を外部記憶装置
として利用することもできる。
【００４６】
　光ディスクドライブ３８０としては、例えば、ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ、ＣＤ－ＲＯＭ
ドライブ、ＤＶＤ－ＲＡＭドライブ、ＣＤ－ＲＡＭドライブを使用することができる。こ
の場合は各ドライブに対応した光ディスク４００を使用する。光ディスク４００から光デ
ィスクドライブ３８０によりプログラム又はデータを読み取り、Ｉ／Ｏコントローラ３６
０を介してメインメモリ３４０又はハードディスク３７０に提供することもできる。
【００４７】
　なお、本発明でいうコンピュータとは、記憶装置、制御部等を備えた情報処理装置をい
い、サーバ装置１０は、記憶装置４１０、制御部３００等を備えた情報処理装置により構
成される。
【００４８】
　また、本発明に係るサーバ装置１０は、上述のような構成を有することにより、携帯電
話等のユーザ端末３０に付属しているＧＰＳ（ｇｌｏｂａｌ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　
ｓｙｓｔｅｍ）情報に基づいて、またはＧＰＳ情報および携帯電話等のユーザ端末３０の
デジタルカメラで撮影した画像情報を用いた画像認証に基づいて、ユーザが位置する場所
の観光スポット画像情報またはすでに観光スポット画像情報に付加された付加情報および
観光スポット画像情報を検索し、観光スポット画像情報、または観光スポット画像情報お
よび付加情報をユーザに送信し、ユーザが観光スポット画像情報に付加した付加情報を観
光スポット画像情報と関連付けて記憶し、他のユーザにも観光スポット画像情報と付加情
報を提供し、観光スポット画像情報と付加情報を他人と共有する機能を有している。
【００４９】
　ここで、当該機能を発揮するための構成について、図３に示す機能ブロック図を用いて
説明する。観光スポット画像情報提供サーバとしてのサーバ装置１０は、位置情報受信手
段としての位置情報受信部１１と、観光スポット画像情報検索手段としての観光スポット
画像情報検索部１２と、観光スポット画像情報送信手段としての観光スポット画像情報送
信部１３と、付加情報受付手段としての付加情報受付部１４と、観光スポット付加情報提
供手段としての観光スポット付加情報提供部１５と、観光スポット画像情報記憶手段とし
ての観光スポット画像情報データベース（ＤＢ（Ｄａｔａｂａｓｅ））１６と、観光スポ
ット付加情報記憶手段としての観光スポット付加情報データベース（ＤＢ）１７とを備え
る。
【００５０】
　位置情報受信部１１はユーザの位置情報または更に画像情報を受信する機能を有する。
【００５１】
　ユーザの位置情報は、ユーザが携帯するユーザ端末３０に備えられたＧＰＳによって演
算された北緯の緯度情報と東経の経度情報によって地図上の位置を特定する（場合によっ
ては、北緯の緯度情報の代わりに南緯の緯度情報および／または東経の経度情報の代わり
に西経の経度情報を使用してもよい）情報である。
【００５２】
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　また画像情報は、携帯電話等のユーザ端末３０に付属しているデジタルカメラ等のカメ
ラで撮影した画像情報である。
【００５３】
　また、位置情報受信部１１は、更にユーザ確認情報（ユーザＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ））を受信する機能を有する。
【００５４】
　観光スポット画像情報検索部１２は、受信された位置情報に基づいて観光スポット画像
情報データベース１６から位置情報に対応する観光スポット画像情報を検索する機能を有
する。
【００５５】
　位置情報の緯度情報と経度情報によって特定される地図上の位置（ユーザが実際にいる
位置）近辺の観光スポット画像情報を観光スポット画像情報データベース１６から検索す
る。
【００５６】
　一例として、観光スポット画像情報には、位置情報（緯度情報と経度情報によって特定
される）が予め関連付けられて記憶されているので、位置情報によって特定されるユーザ
が実際にいる位置から予め定められた距離の範囲内の観光スポット画像情報を観光スポッ
ト画像情報検索部１２が検索することができる。
【００５７】
　さらに詳しくは、観光スポット画像情報検索部１２は、位置情報によって特定されるユ
ーザが実際にいる位置に最も近い観光スポット画像情報を検索する他に、位置情報によっ
て特定されるユーザが実際にいる位置から予め定められた距離の範囲内の観光スポットが
複数ある場合には、その複数の観光スポット画像情報の全てを検索して、観光スポット画
像情報送信部１３にその複数の観光スポット画像情報の全てを出力してもよい。
【００５８】
　ユーザが保持するユーザ端末３０において、ユーザは、送信された観光スポット画像情
報の中から所望の観光スポット画像情報を選択できるからである。
【００５９】
　また、位置情報によって特定される位置から予め定められた範囲にある観光スポットの
中から付加情報が付加されている観光スポット付加情報を観光スポット付加情報記憶デー
タベース１７から検索する機能を有する。
【００６０】
　これは、すでにあるユーザがユーザ端末３０を用いて観光スポット画像情報に付加情報
を付加してある場合に、同じ観光スポットに他のユーザが行き、付加情報が付加されてい
る観光スポット付加情報にさらにそのユーザが付加情報を付加する（観光スポット付加情
報に対して重ね書きをする）ことを可能にする。
【００６１】
　観光スポット付加情報に対する重ね書きをすることが許可されるのは、異なるユーザに
のみ認められてもよいが、同一のユーザが複数回その観光スポットに行った場合に、観光
スポットに行く毎に重ね書きを認めてもよい。
【００６２】
　さらに、位置情報受信部１１によって受信された位置情報と画像情報に基づいて観光ス
ポット画像情報データベース１６から位置情報に対応する観光スポット画像情報を検索す
る機能を有する。
【００６３】
　画像情報は、ユーザが付加情報を付加したいと所望する観光スポットを撮影した画像情
報である。
【００６４】
　この画像情報は、位置情報に基づく観光スポット画像情報が複数ある場合等に、ユーザ
が所望する観光スポット画像情報を決定するために、観光スポット画像情報データベース
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１６に記憶されている観光スポット画像情報と画像認証するために使用される。画像認証
にはパターンマッチング等の技術が使用される。
【００６５】
　例えば、ユーザが熊本城にいる場合であって、熊本城の石垣をユーザ端末３０に備えら
れたデジタルカメラで撮影することによって、観光スポット画像情報検索部１２は熊本城
の石垣を観光スポット画像情報として観光スポット画像情報データベース１６から容易に
検索することが可能になる。
【００６６】
　さらに、観光スポット画像情報検索部１２は、検索した複数の観光スポット画像情報ま
たは観光スポット付加情報から最もアクセス件数が多い観光スポット画像情報または観光
スポット付加情報を、検索した観光スポット画像情報または観光スポット付加情報として
もよい。
【００６７】
　観光スポット画像情報送信部１３は、観光スポット画像情報検索部１２によって検索さ
れた観光スポット画像情報を、位置情報を送信したユーザに送信する機能を有する。
【００６８】
　また、観光スポット画像情報送信部１３は、観光スポット画像情報検索部１２が観光ス
ポット付加情報を検索した場合には観光スポット付加情報を位置情報を送信したユーザに
送信する機能を有する。
【００６９】
　付加情報受付部１４は、観光スポット画像情報送信部１３によって送信された観光スポ
ット画像情報に対してユーザが付加した付加情報を受信し、観光スポット画像情報と付加
情報とを関連付ける機能を有する。
【００７０】
　位置情報を送信したユーザが、観光スポット画像情報送信部１３によって送信された観
光スポット画像情報をユーザ端末３０によって受信し、観光スポット画像情報に対してユ
ーザ端末３０を用いてメッセージ等の付加情報を付加する。
【００７１】
　付加情報がメッセージ等のテキスト情報である場合（一例としてユーザのイニシャル等
がある）には、観光スポット画像情報（一例として熊本城の石垣）を背景として、メッセ
ージ等のテキスト情報が書き込まれたようになる。
【００７２】
　テキスト情報の書き込みは、ユーザ端末３０のタッチパネル等のユーザインターフェー
スを用いてユーザが書き込む。
【００７３】
　ただし、付加情報はメッセージ等のテキスト情報に限定されるわけではなく、画像情報
、音声情報等の情報も可能である。
【００７４】
　画像情報の一例としては、ユーザ自身を象徴するアバタであったり、デジタルカメラで
撮影されたユーザ自身等の情報があり、それらの画像情報を付加情報として観光スポット
画像情報に貼り付ける構成となる。
【００７５】
　また付加情報受付部１４は、観光スポット画像情報と付加情報とを関連付けるが、関連
付けの方法は任意の方法で行うことが可能である。
【００７６】
　一例として、観光スポット画像情報には、登録ＩＤ、ＧＰＳ位置情報、観光スポット画
像情報データＩＤを関連付けることによって、付加情報と観光スポット画像情報とを関連
付けることが可能になる（詳細は後述する）。
【００７７】
　また、付加情報受付部１４は、（観光スポット画像情報送信部１３が送信した）観光ス
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ポット付加情報に対してユーザが（あらたに）付加した付加情報がある場合には付加情報
を受信し、観光スポット付加情報と付加情報とを関連付ける機能を有する。
【００７８】
　この機能によって、すでにユーザがユーザ端末３０を用いて観光スポット画像情報に付
加情報を付加してある場合に、同じ観光スポットに他のユーザが行き、付加情報が付加さ
れている観光スポット付加情報にさらにそのユーザが付加情報を付加する（観光スポット
付加情報に対する重ね書きをする）ことを可能にする。
【００７９】
　観光スポット画像情報検索部１２と同様に、観光スポット付加情報に対する重ね書きを
することが許可されるのは、異なるユーザにのみ認められてもよいが、同一のユーザが複
数回その観光スポットに行った場合に、観光スポットに行く毎に重ね書きを認めてもよい
。
【００８０】
　また付加情報受付部１４は、観光スポット付加情報と付加情報とを関連付けるが、関連
付けの方法は任意の方法で行うことが可能である。
【００８１】
　一例として、あらたな観光スポット付加情報にあらたな観光スポット付加情報ＩＤを関
連付け、あらたな観光スポット付加情報ＩＤに、あらたな観光スポット付加情報が関連付
けられる前の観光スポット付加情報ＩＤを関連づければ、あらたな観光スポット付加情報
、あらたな観光スポット付加情報ＩＤ、観光スポット付加情報ＩＤおよびＧＰＳ位置情報
が関連付けられる（観光スポット付加情報ＩＤとＧＰＳ位置情報とは、あらたな付加情報
が付加される前にすでに関連付けられている）。
【００８２】
　このように関連付けることで、ＧＰＳ位置情報に関連付けられた観光スポット画像情報
（一例として熊本城の石垣）に付加情報（一例としてユーザのイニシャルＴ．Ｋ．）とあ
らたな付加情報（一例として他のユーザのイニシャルＡ．Ａ．）が関連付けられているこ
とを観光スポット付加情報提供部１５が高速に検索することが可能になる。
【００８３】
　さらに、付加情報受付部１４は、ユーザ確認情報（ユーザＩＤ）が正当に登録されてい
る場合に付加情報を受付ける機能を有する。
【００８４】
　すなわち、ユーザＩＤが正当に登録されている正規の会員にのみ本サービスを提供する
機能を有する。ユーザＩＤは予め観光スポット画像情報データベース１６、観光スポット
付加情報データベース１７に記憶（登録）されているので、付加情報受付部１４は容易に
ユーザＩＤが記憶されているか否かを確認することが可能である。
【００８５】
　観光スポット付加情報提供部１５は、観光スポット付加情報の送信を要求するユーザに
対して観光スポット付加情報データベース１７に記憶された観光スポット付加情報を提供
する機能を有する。
【００８６】
　観光スポット画像情報の送信を要求するユーザである他のユーザ（他人）にも、観光ス
ポット画像情報および観光スポット付加情報を送信するので、他人と観光スポット画像情
報に書き込まれたメッセージ等の観光スポット付加情報を共有することが可能になる。
【００８７】
　また、観光スポット画像情報に書き込まれたメッセージ等の観光スポット付加情報を見
た他の人が、その観光スポットにいる場合には、メッセージ等の観光スポット付加情報を
更に（自分の）付加情報として、その観光スポット画像情報に書き足すことが可能になる
。
【００８８】
　この場合、新たに付加される付加情報は、新たな付加情報が付加される前の付加情報の
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左右、上下等に書き足すことができる。
【００８９】
　観光スポット付加情報提供部１５は、更にユーザ確認情報（ユーザＩＤ）を受信し、ユ
ーザ確認情報が正当に登録されている場合に観光スポット付加情報を提供する機能を有す
る。
【００９０】
　すなわち、ユーザＩＤが正当に登録されている正規の会員にのみ本サービスを提供する
機能を有する。
【００９１】
　観光スポット画像情報データベース１６は、観光スポットを地図上の位置で特定するた
めの緯度情報と経度情報に関連した（受信された位置情報に基づく）画像情報としての観
光スポット画像情報が記憶される機能を有する。
【００９２】
　観光スポット画像情報は、位置情報に対応する観光スポットの画像情報である。
【００９３】
　一例としては、熊本城全体、富士山の頂上等の画像情報であり、より詳細には、ユーザ
が付加情報を付加しやすい、熊本城の石垣、富士山頂上の石碑等の画像情報である（詳細
は後述する）。
【００９４】
　これらの画像情報は、サービス提供者（またはユーザが）が予めまたはサービス提供中
に随時、観光スポット画像情報データベース１６に記憶（登録）される。
【００９５】
　一例としての熊本城全体、富士山の頂上等の画像情報をユーザ端末３０で受信したユー
ザは、付加情報を付加したい部分を選んで付加情報を画像情報としての観光スポット画像
情報に付加することが可能である。
【００９６】
　また、一例としてのユーザが付加情報を付加しやすい、熊本城の石垣、富士山頂上の石
碑等の画像情報が観光スポット画像情報である場合には、石垣または石碑等の画像情報で
指定さている部分に付加情報を書き込むことが可能である。
【００９７】
　さらに、ユーザが付加情報を付加しやすい、熊本城の石垣、富士山頂上の石碑等の画像
情報を観光スポット背景画像データとし、観光スポット画像情報に換えて、観光スポット
背景画像データに付加情報を書き込み、ユーザ端末３０とサーバ装置３０との間で、観光
スポット背景画像データと付加情報の送受信をしてもよい。
【００９８】
　また観光スポット画像情報データベース１６は、ユーザ確認情報（ユーザＩＤ）を記憶
する機能を有する。
【００９９】
　これらのユーザ確認情報（ユーザＩＤ）は、サービス提供者が予めまたはサービス提供
中に随時、観光スポット画像情報データベース１６に記憶（登録）される。
【０１００】
　観光スポット付加情報データベース１７は、付加情報受付部１４によって観光スポット
画像情報と付加情報とが関連付けられた観光スポット付加情報を記憶する機能を有する。
【０１０１】
　また、観光スポット付加情報データベース１７は、付加情報受付部１４によって観光ス
ポット付加情報と付加情報とが関連付けられた観光スポット付加情報を更に記憶する機能
を有する。
【０１０２】
　さらに観光スポット付加情報データベース１７は、ユーザ確認情報（ユーザＩＤ）を記
憶する機能を有する。
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【０１０３】
　このような構成によれば、ユーザが観光スポットに実際に行った場合に、観光スポット
画像情報にユーザが自由に文字、絵等の付加情報を付加し、多くの人達の間で付加情報と
観光スポットに関する情報とを携帯電話や携帯型電子情報端末に表示し、共有し合うこと
によって、より付加価値の高い（ユーザにとって娯楽性、楽しみの度合いが高い）サービ
スを提供することが可能になる。
【０１０４】
　また、観光スポット画像情報に対して、個人的な情報を付加することが可能になるとと
もに、個人的な付加情報をバーチャル的に観光スポットに付加するので、実際の観光スポ
ットには、文字や絵が付加されないため、実際の観光スポットを汚すことがないという効
果がある。
【０１０５】
　［処理手順］
　ここで、本発明を適用した場合において実現され得る具体的な処理手順について、図４
に示すフローチャートを参照して説明する。なお、以下に示す処理手順は、一例であって
これ以外にも実現され得る処理手順は無数に存在する。
【０１０６】
　また、本発明に係るサーバ装置１０は、上述のような構成を有することにより、携帯電
話等のユーザ端末３０に付属しているＧＰＳ情報に基づいて、またはＧＰＳ情報および携
帯電話等のユーザ端末３０のデジタルカメラで撮影した画像情報を用いた画像認証に基づ
いて、ユーザが位置する場所の観光スポット画像情報またはすでに観光スポット画像情報
に付加された付加情報および観光スポット画像情報を検索し、観光スポット画像情報、ま
たは観光スポット画像情報および付加情報をユーザに送信し、ユーザが観光スポット画像
情報に付加した付加情報を観光スポット画像情報と関連付けて記憶し、他のユーザにも観
光スポット画像情報と付加情報を提供し、観光スポット画像情報と付加情報を他人と共有
する機能を有している。
【０１０７】
　ユーザが、様々な観光スポットに出かけ、その場所において携帯電話等のユーザ端末３
０を使用し、ユーザ端末３０を介して友人等にその場所を紹介したい場合がある（またそ
の場所を友人等に知らせたい場合がある）。この場合に、自分が出かけた観光スポットに
自分が書き込んだ情報が付加されていればユーザの満足度が向上することが考えられる。
以下に、そのような動作をする（サービス提供者の）サーバ装置１０について動作フロー
チャートを用いて説明する。
【０１０８】
　ステップＳ１において、サーバ装置１０の位置情報受信部１１はユーザの位置情報また
は更に画像情報を受信する。
【０１０９】
　ステップＳ２において、サーバ装置１０の観光スポット画像情報検索部１２は、ステッ
プＳ１において受信した位置情報に基づいて観光スポット画像情報データベース１６から
位置情報に対応する前記観光スポット画像情報を検索する。
【０１１０】
　観光スポット画像情報は、熊本城全体、富士山の頂上等の画像情報であり、より詳細に
は、ユーザが付加情報を付加しやすい、熊本城の石垣、富士山頂上の石碑等の画像情報で
ある。
【０１１１】
　ステップＳ３において、サーバ装置１０の観光スポット画像情報送信部１３は、ステッ
プＳ２において観光スポット画像情報検索部１２が検索した観光スポット画像情報を、ス
テップＳ１において位置情報を送信したユーザに送信する。
【０１１２】
　観光スポット画像情報を受信したユーザはユーザ端末３０を用いて、ユーザ端末３０の
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表示部（図示せず）に表示された観光スポット画像情報に、表示部に備えられたタッチパ
ネル等のユーザインターフェースを介して文字等のテキスト情報、絵等の画像情報を付加
情報として付加し、サーバ装置１０へ送信する。
【０１１３】
　ここで、付加情報には、観光スポット画像情報のどの位置に付加情報が付加されたかを
示す付加位置情報が含まれる。
【０１１４】
　ステップＳ４において、サーバ装置１０の付加情報受付部１４は、観光スポット画像情
報送信部１３によって送信された観光スポット画像情報に対してユーザが付加した付加情
報を受信する。
【０１１５】
　ステップＳ５において、サーバ装置１０の付加情報受付部１４は、観光スポット画像情
報とステップＳ４において受信した付加情報とを観光スポット付加情報として関連付ける
（詳細は後述する）。
【０１１６】
　付加情報受付部１４は、関連付けされた観光スポット付加情報を、観光スポット付加情
報データベース１７に記憶する。
【０１１７】
　ステップＳ６において、サーバ装置１０の観光スポット付加情報提供部１５は、ユーザ
端末３０から観光スポット付加情報の送信を要求する情報を受信する。
【０１１８】
　この場合、ユーザは観光スポット付加情報に対応する観光スポット付加情報ＩＤを、観
光スポット付加情報提供部１５に送信する。
【０１１９】
　ステップＳ７において、サーバ装置１０の観光スポット付加情報提供部１５は、観光ス
ポット付加情報の送信を要求するユーザに対して観光スポット付加情報データベース１７
に記憶された観光スポット付加情報をユーザ端末３０へ送信（提供）する。
【０１２０】
　この場合、観光スポット付加情報提供部１５は、ステップＳ６においてユーザ端末３０
が送信した観光スポット付加情報に対応する観光スポット付加情報ＩＤに基づいて、観光
スポット付加情報データベース１７から観光スポット付加情報を検索する。
【０１２１】
　ステップＳ８において、サーバ装置１０の付加情報受付部１４は更に、ステップＳ７に
おいて観光スポット付加情報を送信したユーザ端末３０から付加情報を受信したか否かを
判断する。
【０１２２】
　ステップＳ７において観光スポット付加情報を送信したユーザ端末３０から付加情報を
受信した場合（ステップＳ８：ＹＥＳ）にはステップＳ９に進み、ステップＳ７において
観光スポット付加情報を送信したユーザ端末３０から付加情報を受信しない場合（ステッ
プＳ８：ＮＯ（ユーザは、ユーザ端末に表示された観光スポット付加情報を閲覧するだけ
の場合）には終了する。
【０１２３】
　ステップＳ９において、サーバ装置１０の位置情報受信部１１がユーザ端末３０からス
テップＳ８において観光スポット付加情報を送信したユーザ端末３０から観光スポット付
加情報に対応する位置情報を受信しているか否かを判断する。
【０１２４】
　ステップＳ８において観光スポット付加情報を送信したユーザ端末３０から観光スポッ
ト付加情報に対応する位置情報を受信した場合（ステップＳ９：ＹＥＳ）にはステップＳ
１０進み、ステップＳ８において観光スポット付加情報を送信したユーザ端末３０から観
光スポット付加情報に対応する位置情報を受信しない場合（ステップＳ９：ＮＯ）（ユー
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ザ端末３０を携帯するユーザは、観光スポット付加情報に対応する観光スポットにいない
ので、ユーザ端末３０に表示された観光スポット付加情報を閲覧するだけ（付加情報を書
き込むことはできない）の場合）には終了する。
【０１２５】
　ステップＳ１０において、サーバ装置１０の付加情報受付部１４は、観光スポット付加
情報とステップＳ８において受信した付加情報とを観光スポット付加情報として関連付け
る（詳細は後述する）。
【０１２６】
　付加情報受付部１４は、関連付けされた観光スポット付加情報を、観光スポット付加情
報データベース１７に記憶する。
【０１２７】
　このように本発明によれば、ユーザが観光スポットに実際に行った場合に、観光スポッ
ト画像情報にユーザが自由に文字、絵等の付加情報を付加し、多くの人達の間で付加情報
と観光スポットに関する情報を携帯電話や携帯型電子情報端末に表示し、共有し合うこと
によって、より付加価値の高い（ユーザにとって娯楽性、楽しみの度合いが高い）サービ
スを提供することが可能になる。
【０１２８】
　また、観光スポット画像情報に対して、個人的な情報を付加することが可能になるとと
もに、個人的な付加情報をバーチャル的に観光スポットに付加するので、実際の観光スポ
ットには、文字や絵が付加されないため、実際の観光スポットを汚すことがないという効
果がある。
【０１２９】
　［全体の概念を示す一例］
　次に図５を用いて、全体の概念を示す一例について説明する。
【０１３０】
　図５の上段（ステップＳ１に相当する部分）において画像５１で示される観光スポット
である熊本城にユーザがユーザ端末３０ａを携帯して出かけ、ユーザ端末３０ａの表示部
３１に組み込まれているタッチパネルを操作し、サーバ装置１０にユーザ端末３０ａの位
置情報を送信し、ユーザが実際に観光スポットである熊本城に出かけていることを通知す
る。
【０１３１】
　図５の中段（ステップＳ２～ステップＳ５に相当する部分）において、サーバ装置１０
から熊本城の石垣の画像情報である観光スポット画像情報（熊本城の全体を表示する画像
５１相当の画像情報でもよい）がこのユーザ端末３０ａへ送信される。
【０１３２】
　すると、ユーザ端末３０ａの表示部３２に熊本城の石垣の画像情報が表示される（熊本
城の全体を表示する画像情報が送信された場合には、ユーザがユーザ端末３０ａのタッチ
パネルを操作し、熊本城の石垣を表示する部分を拡大し、熊本城の石垣を表示する部分を
表示部３２全体に表示する）。
【０１３３】
　ユーザが表示部３２に表示された熊本城の石垣の画像に付加情報（例えば、図５の中断
の表示部３３にユーザのイニシャルである“Ｔ．Ｋ．”）をタッチパネルを使用して書き
込む。
【０１３４】
　表示部３３にはユーザがタッチパネルを使用して書き込むイニシャル“Ｔ．Ｋ．”のう
ちの“Ｋ”の文字部分を書き込んでいる様子が表示されている。
【０１３５】
　サーバ装置１０は、熊本城の石垣の画像に書き込まれた付加情報（付加情報には、熊本
城の石垣の画像情報のどの部分に付加情報が書き込まれたかを示す（観光スポット画像情
報のどの位置に付加情報が付加されたかを示す）付加位置情報が含まれる）を受信し、熊
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本城の石垣の画像と付加情報であるイニシャル“Ｔ．Ｋ．”の文字とを合成して表示でき
るように、記憶装置４１０に記憶する（この場合にも、熊本城の全体を表示する画像情報
における石垣部分に、イニシャル“Ｔ．Ｋ．”の文字が付加情報として付加された情報を
観光スポット付加情報としてもよい）。
【０１３６】
　図５の下段（ステップＳ６～ステップＳ１０に相当する部分）において、他のユーザ端
末３０ｂを操作するユーザから熊本城の石垣の画像（または熊本城の全体画像）に対する
アクセスがされると、他のユーザ端末３０ｂの表示部３４には熊本城の石垣の画像に付加
情報であるイニシャル“Ｔ．Ｋ．”の文字が合成された観光スポット付加情報が表示され
る。
【０１３７】
　具体的には、他のユーザ端末３０ｂから（熊本城の石垣の画像に付加情報であるイニシ
ャル“Ｔ．Ｋ．”の文字が合成された情報を示す）観光スポット付加情報ＩＤ、（熊本城
の石垣の画像情報を示す）登録ＩＤ、または他のユーザ端末３０ｂの位置情報（この場合
には、他のユーザ端末３０ｂが熊本城または熊本城の石垣の近辺に存在することが必要と
なる）がサーバ装置１０へ送信されると、他のユーザ端末３０ｂの表示部３４には熊本城
の石垣の画像に付加情報であるイニシャル“Ｔ．Ｋ．”の文字が合成された観光スポット
付加情報が表示され、他のユーザも熊本城の石垣の画像に付加情報であるイニシャル“Ｔ
．Ｋ．”の文字が合成された画像情報を共有することが可能となる。
【０１３８】
　また、他のユーザ端末３０ｂが熊本城または熊本城の石垣の近辺に存在する場合には、
他のユーザ端末３０ｂを携帯するユーザが更に、付加情報を他のユーザ端末３０ｂのタッ
チパネル等を使用して書き込み、サーバ装置１０へ送信し、サーバ装置１０がその付加情
報を付加した観光スポット付加情報を記憶装置４１０に記憶する。
【０１３９】
　［観光スポット画像情報、観光スポット付加情報（観光スポット画像情報と付加情報と
の関連付け）データ構造の一例］
　次に、観光スポット画像情報のデータ構造の一例を図６（ａ）に示す。
【０１４０】
　図６（ａ）に示された観光スポット画像情報には、登録ＩＤ、ＧＰＳ位置情報、観光ス
ポット画像情報データＩＤが関連付けられている。
【０１４１】
　なお、図６（ａ）では、観光スポット画像情報として熊本城の石垣を表す画像と富士山
頂上の石碑を表す画像の２つの観光スポット画像情報について例示した。
【０１４２】
　登録ＩＤは、観光スポット画像情報がシステム提供者によって（場合によってはユーザ
が登録する場合もある）サーバ装置１０の記憶装置４１０に最初に登録される場合に付与
されるＩＤである。
【０１４３】
　登録ＩＤには、観光スポットを示す画像情報である観光スポット画像情報が記憶されて
いる場所を示すための観光スポット画像情報データＩＤが関連付けられている。この観光
スポット画像情報データＩＤから観光スポット画像情報の実態を検索することができる。
【０１４４】
　図６（ａ）では、観光スポット画像情報データＩＤ０１０に熊本城の石垣を表す画像が
対応しており、観光スポット画像情報データＩＤ０１１には富士山頂上の石碑を表す画像
が対応している。
【０１４５】
　また、登録ＩＤおよび観光スポット画像情報データＩＤには、観光スポットの地図上の
位置を示すＧＰＳ位置情報が関連付けられている。
【０１４６】
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　ＧＰＳ位置情報は、緯度情報と経度情報とで表されており、観光スポット画像情報デー
タＩＤ０１０の熊本城の石垣を示す画像では東経Ｘ１度、北緯Ｙ１度と東経Ｘ２度、北緯
Ｙ２度の組み合わせのＧＰＳ位置情報が書き込まれている。
【０１４７】
　これは、位置情報として（東経Ｘ１度、北緯Ｙ１度）から（東経Ｘ２度、北緯Ｙ２度）
までの間の位置情報が入力された場合に観光スポット画像情報として観光スポット画像情
報データＩＤ０１０の熊本城の石垣の画像情報がサーバ装置１０内で検索されるようにす
るためである。
【０１４８】
　図６（ａ）に図示していないが、中心点を緯度情報と経度情報とで示し、その中心点を
中心とした半径情報または直径情報をＧＰＳ位置情報として書き込んでおいてもよく、こ
の場合は中心点から半径情報または直径情報によって示される距離内の位置情報に対して
観光スポット画像情報データＩＤ０１０の熊本城の石垣の画像情報がサーバ装置１０内で
検索されることが可能となる。
【０１４９】
　これらの観光スポット画像情報は観光スポット画像情報データベース１６に記憶（登録
）されている。
【０１５０】
　次に、観光スポット付加情報のデータ構造の一例を図６（ｂ）に示す。
【０１５１】
　図６（ｂ）に示された観光スポット付加情報には、観光スポット付加情報ＩＤ、ＧＰＳ
位置情報、観光スポット付加情報データＩＤが関連付けられている。
【０１５２】
　観光スポット付加情報ＩＤは、サーバ装置１０内の付加情報受付部１４が観光スポット
画像情報と付加情報とを関連付ける場合に付与するＩＤである。
【０１５３】
　観光スポット付加情報ＩＤには、観光スポットを示す画像情報である観光スポット画像
情報と付加情報とが合成された情報である観光スポット付加情報が記憶されている場所を
示すための観光スポット付加情報データＩＤが関連付けられている。この観光スポット付
加情報データＩＤから観光スポット付加情報の実態（観光スポット画像情報と付加情報と
が合成された情報）を検索することができる。
【０１５４】
　また、観光スポット付加情報には、ＧＰＳ位置情報が関連付けられているので、位置情
報から観光スポット付加情報を検索することが可能に構成されている。
【０１５５】
　次に、（あらたな）観光スポット付加情報のデータ構造の一例を図６（ｃ）に示す。
【０１５６】
　図６（ｃ）に示された（あらたな）観光スポット付加情報には、（あらたな）観光スポ
ット付加情報ＩＤ、ＧＰＳ位置情報、（あらたな）観光スポット付加情報データＩＤが関
連付けられている。
【０１５７】
　（あらたな）観光スポット付加情報ＩＤは、サーバ装置１０内の付加情報受付部１４が
（あらたな）観光スポット画像情報と（あらたな）付加情報とを関連付ける場合に付与す
るＩＤである。
【０１５８】
　（あらたな）観光スポット付加情報ＩＤには、観光スポットを示す画像情報である観光
スポット画像情報と付加情報とが合成された情報である観光スポット付加情報に（あらた
な）付加情報が付加された（あらたな）観光スポット付加情報が記憶されている場所を示
すための（あらたな）観光スポット付加情報データＩＤが関連付けられている。この（あ
らたな）観光スポット付加情報データＩＤから（あらたな）観光スポット付加情報の実態
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（観光スポット画像情報、付加情報および（あらたな）付加情報とが合成された情報）を
検索することができる。
【０１５９】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限るもので
はない。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果
を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施例に記載されたものに限定され
るものではない。
【０１６０】
　なお、本実施形態においては、サーバ装置１０は、ハードディスク３７０及び光ディス
クドライブ３８０を有する構成として説明したが、これに限られず、これらの駆動系を有
さない構成、いわゆるゼロスピンドルによる構成であっても良い。このような構成の場合
には、ハードディスク３７０に記憶される内容は、大容量の半導体メモリ３９０に記憶さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【０１６１】
【図１】本実施形態に係るサーバと、ユーザ端末とから構成される情報処理システムを示
す図である。
【図２】本発明に係るサーバの構成を示すブロック図である。
【図３】本実施形態に係るサーバの機能的な構成を示す機能ブロック図である。
【図４】本実施形態に係るサーバによる処理手順についての説明に供するフローチャート
である。
【図５】本実施形態に係る全体概念の一例を示す図である。
【図６】観光スポット画像情報および観光スポット付加情報データ構造の一例を示す図で
ある。
【符号の説明】
【０１６２】
　　１　情報処理システム
　１０　サーバ
　３０　ユーザ端末
　１１　位置情報受信部
　１２　観光スポット画像情報検索部
　１３　観光スポット画像情報送信部
　１４　付加情報受付部
　１５　観光スポット付加情報提供部
　１６　観光スポット画像情報データベース
　１７　観光スポット付加情報データベース
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図３】
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